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フ
ラ
ン
ス
で
の
最
後
の
憲
法
改
正
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
三
日

改
正
で
あ
る
。
憲
法
条
文
の
半
数
を
変
更
し
て
、
事
後
的
違
憲
審
査

制
（
Ｑ
Ｐ
Ｃ
）
や
、
国
民
と
国
会
議
員
の
共
同
発
議
に
よ
る
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
（
Ｒ
Ｉ
Ｐ
）
や
、
立
法
手
続
の
実
質
的
な
改
革
を
も
た
ら

し
た
こ
の
憲
法
改
正
「
法
律
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ふ

り
返
ら
な
い
。
本
講
演
の
関
心
は
、
二
〇
〇
八
年
以
降
の
、
よ
り
正

確
に
言
え
ば
二
〇
一
一
年
以
降
の
憲
法
改
正
の
失
敗
に
向
け
ら
れ
る
。

二
〇
一
一
年
以
降
、
多
く
の
憲
法
改
正
「
法
律
」
案
が
閣
議
を
経
て

採
択
さ
れ
て
、
国
会
の
何
れ
か
の
議
院
の
事
務
局
に
提
出
さ
れ
た
が
、

結
局
一
つ
も
実
現
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

あ
ら
か
じ
め
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
九
年
の
間
に
提
案
さ
れ

た
九
つ
の
憲
法
改
正
法
律
案
の
リ
ス
ト
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1�

．
財
政
の
均
衡
に
関
す
る
二
〇
一
一
年
三
月
一
六
日
憲
法
改
正

法
律
案

2�

～
5
．
二
〇
一
三
年
三
月
一
三
日
憲
法
改
正
法
律
案
：
四
つ
の

法
案
が
あ
る
が
、
一
つ
は
司
法
官
職
高
等
評
議
会
の
改
革
に
関

す
る
も
の
で
、
残
り
の
三
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
大
統
領
及
び
政

府
構
成
員
の
裁
判
上
の
責
任
」
に
関
す
る
も
の
、「
社
会
民
主

主
義
」
に
関
す
る
も
の
、「
政
府
の
職
務
行
使
に
適
用
さ
れ
る

兼
職
禁
止
及
び
憲
法
院
の
構
成
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

6�

．
地
域
言
語
・
少
数
言
語
憲
章
の
批
准
を
認
容
す
る
二
〇
一
五

年
七
月
三
一
日
憲
法
改
正
法
律
案

7�

．
国
民
の
保
護
に
関
す
る
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
三
日
憲
法
改

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ブ
ド
ン

井　

上　

武　

史
／
訳

連
続
講
演
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
課
題
―
―
憲
法
裁
判
・
憲
法
改
正
・
表
現
の
自
由
の
限
界
―
―

フ�

ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
失
敗�

―
―
二
〇
一
一
年
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
―
―

資 料
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正
法
律
案

8�

．
よ
り
代
表
的
で
、
応
答
的
で
、
効
率
的
な
民
主
政
の
た
め
の

二
〇
一
八
年
五
月
九
日
憲
法
改
正
法
律
案

9�
．
民
主
的
政
治
過
程
の
刷
新
の
た
め
の
二
〇
一
九
年
八
月
二
八

日
憲
法
改
正
法
律
案

　

日
本
の
法
律
家
が
何
よ
り
驚
く
の
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
憲
法
改

正
法
律
案
の
数
で
あ
ろ
う
。
八
年
間
で
九
つ
の
憲
法
改
正
法
律
案
が
、

つ
ま
り
一
年
に
一
つ
以
上
の
憲
法
改
正
法
律
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
憲
法
改
正
の
数
と
比
べ
る
べ
く

も
な
い
。
日
本
で
は
一
九
四
六
年
以
来
一
度
も
実
現
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
お
そ
ら
く
、
憲
法
制
定
に
対
す
る
熱
狂

が
あ
る
。
思
い
返
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
七
八
九
年
の
大
革
命
以
来
、

一
四
か
一
五
の
憲
法
を
経
験
し
て
お
り
、
興
味
深
い
憲
法
実
験
室
と

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
新
大
統
領
は
憲
法
テ
ク
ス

ト
に
政
治
的
な
決
定
を
刻
み
た
が
る
の
が
常
で
あ
る
。
憲
法
改
正
の

多
く
が
大
統
領
任
期
の
初
期
に
行
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

講
演
の
第
一
部
に
入
っ
て
行
こ
う
。

　

本
講
演
は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
上
記
の
九
つ

の
憲
法
改
正
法
律
案
に
共
通
す
る
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
（
Ⅰ
）。

第
二
に
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
憲
法
改
正
法
律
案
が
な
ぜ
失
敗
し
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
（
Ⅱ
）。

Ⅰ　

憲
法
改
正
失
敗
に
共
通
す
る
事
柄

　

第
一
に
、
上
記
九
つ
は
す
べ
て
、
執
行
府
が
提
出
し
た
「
政
府
提

出
」
の
憲
法
改
正
法
律
案
（projet�de�loi�constitutionnelle

）

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
用
語
で
は
、
政
府
提

出
法
律
案
（projet�de�loi

）
と
議
員
提
出
法
律
案
（proposition�

de�loi

）
と
は
区
別
さ
れ
る
。
政
府
提
出
法
律
案
は
執
行
府
か
ら�

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
議
員
提
出
法
律
案
は
国
会
議
員
が
提
出�

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
、
通
常
法
律
と
組
織
法
律
（
憲�

法
三
九
条
）
の
法
律
案
に
つ
い
て
も
妥
当
し
、
さ
ら
に
は
憲
法
改
正

法
律
案
（
憲
法
八
九
条
）
に
も
妥
当
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
官
報

は
不
適
切
に
も
「
憲
法
改
正
法
律
（loi�constitutionnelle

）」
を

公
表
す
る
が
、
憲
法
八
九
条
に
は
、
政
府
提
出
改
正
案
（projet�

de�révision

）
お
よ
び
議
員
提
出
改
正
案
（proposition�de�

révision

）
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。「
憲
法
改
正
法
律
（loi�

constitutionnelle

）」
と
い
う
表
現
は
不
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
正
確
に
言
え
ば
、
一
八
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
誕
生
し
た
自
由
主
義
的
立
憲
主
義
は
、
憲
法
領
域
と
法
律
領
域
と

を
明
確
に
区
切
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
領
域
は
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憲
法
制
定
権
力
の
成
果
で
あ
り
、
法
律
領
域
は
憲
法
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
た
諸
権
力
―
―
そ
れ
は
し
ば
し
ば
議
会
で
あ
る
―
―
が
生
み
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
革
命
以
前
の
立
憲
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
専
制
体

制
や
、
憲
法
で
設
置
さ
れ
た
諸
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
な
行
為
に
抗

し
て
、
個
人
や
団
体
の
自
由
を
確
保
す
る
目
的
を
有
し
て
い
る
た
め

に
、
自
由
主
義
的
で
あ
る
。
憲
法
で
設
置
さ
れ
た
諸
権
力
は
憲
法
に

服
し
、
憲
法
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
憲
法

違
反
の
行
為
―
―
立
法
を
含
む
―
―
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

法
律
案
を
採
択
す
る
閣
議
を
主
宰
す
る
の
が
大
統
領
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
三
九
条
に
よ
る
と
、
通
常
法
律
案
お
よ
び
組
織

法
律
案
の
提
出
権
は
首
相
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
改
憲
案
の
提
出

権
は
、
二
重
の
意
味
で
分
有
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
改
憲
案
の
提

出
権
は
執
行
府
お
よ
び
各
々
の
国
会
議
員
に
帰
属
す
る
。
第
二
に
、

提
出
権
は
執
行
府
の
中
の
一
つ
の
機
関
に
専
属
す
る
。
つ
ま
り
、
提

出
権
は
大
統
領
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
首
相
の
提
案
に
基
づ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
五
共
和
政
下
に
お
い
て
、
憲
法
改
正
が
「
議
員
提

出
」
の
改
憲
案
か
ら
実
現
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
現
在
ま
で
憲

法
八
九
条
に
基
づ
い
て
実
現
し
た
二
二
回
の
改
正
は
す
べ
て
政
府
提

出
の
憲
法
改
正
法
律
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
も
、
二
〇
一

一
年
以
降
の
九
つ
の
憲
法
改
正
の
試
み
は
す
べ
て
、
政
府
提
出
の
改

憲
案
で
あ
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
二
〇
一
一
年
以
後
に
コ
ア
ビ
タ

シ
オ
ン
の
経
験
が
な
い
た
め
に
、
大
統
領
と
首
相
は
同
じ
政
治
的
党

派
に
属
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
シ
ス
テ
ム
が
大
統
領
化
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
大
統
領
の
希
望
す
る
提
案
を
首
相
が
拒
否

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
実
際
、
二
〇
一
一
年
以
降
に
挫
折
し

た
九
つ
の
改
憲
案
は
す
べ
て
、
執
行
府
の
二
人
の
長
の
協
力
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
（N

icolas�
Sakozy

）
大
統
領
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン
（François�Fillon

）

首
相
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ラ
ン
ド
（François�H

ollande

）
大
統

領
と
ジ
ャ
ン
―

マ
ル
ク
・
エ
ロ
ー
（Jean-M

arc�A
yrault

）
首
相
お

よ
び
そ
の
次
の
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ヴ
ァ
ル
ス
（M

anuel�V
alls

）
首
相
、

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
マ
ク
ロ
ン
（Em

m
anuel�M

acron

）
大
統
領
と

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
（Édouard�Philippe

）
首
相
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
。
直
近
の
三
人
の
大
統
領
が
何
れ
も
任
期
当
初
に

憲
法
改
正
を
試
み
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
シ
ス
テ

ム
の
大
統
領
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
当
選
し
た
サ

ル
コ
ジ
大
統
領
は
二
〇
〇
八
年
に
憲
法
改
正
を
成
功
さ
せ
た
が
、
二

〇
一
一
年
に
は
失
敗
し
た
。
二
〇
一
二
年
に
選
出
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ド

大
統
領
は
、
選
挙
か
ら
一
年
も
経
な
い
二
〇
一
三
年
四
月
に
四
つ
の

改
憲
案
を
示
し
た
が
、
早
々
と
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
二

〇
一
五
年
の
改
憲
の
試
み
は
別
の
も
の
で
あ
る
）。
二
〇
一
七
年
に

選
出
さ
れ
た
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
は
、
二
〇
一
八
年
に
最
初
の
改
憲
案
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を
提
示
し
、
二
〇
一
九
年
に
二
つ
目
の
改
憲
案
を
提
示
し
た
が
、
現

在
に
至
る
ま
で
成
立
し
て
い
な
い
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ら
九
つ
の
改
憲
案
は
、
憲
法
八
九
条
に
基
づ
い
て

起
草
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
逆
に
、
憲
法
一
一
条
が
援
用
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
説
が
好
き
な
論
点

の
一
つ
は
、
議
会
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
手
段

で
憲
法
改
正
を
実
現
す
る
た
め
に
憲
法
一
一
条
を
頼
る
こ
と
の
正�

統
性
の
問
題
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゴ
ー
ル
（Charles�de�

Gaulle

）
大
統
領
は
、
憲
法
一
一
条
の
手
続
を
二
度
用
い
た
の
だ
っ

た
。
最
初
は
一
九
六
二
年
で
、
そ
の
時
は
大
統
領
選
挙
の
直
接
普
通

選
挙
制
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
。
第
二
回
目
は
一
九
六
九
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
院
改
革
と

地
域
圏
の
創
設
が
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
否
決

さ
れ
た
た
め
に
、
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
は
直
ち
に
辞
任
し
た
。
こ
の
議
論

の
す
べ
て
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の
関
心
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
の
大
統
領
が
、
憲
法
一
一
条

の
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
検
討
し
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
う
一

度
確
認
し
て
お
く
と
、
憲
法
八
九
条
に
よ
る
と
、
執
行
府
に
は
改
憲

案
が
国
民
議
会
と
元
老
院
と
同
一
の
文
言
に
お
い
て
採
択
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
有
効
投
票
の
五
分
の
三

の
多
数
を
要
す
る
両
院
合
同
会
議
で
の
承
認
手
続
を
経
る
か
、
あ
る

い
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
の
承
認
手
続
を
経
る
か
が
検
討
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
両
議
院
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
対
等
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲

法
八
九
条
に
よ
る
と
、
両
議
院
は
執
行
府
の
改
憲
案
に
つ
い
て
必
ず

合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
一
一
条
の
手
続
の
場
合
は
そ
う

で
は
な
く
、
執
行
府
は
す
べ
て
思
い
通
り
に
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

政
府
（
あ
る
い
は
両
議
院
）
の
提
案
に
基
づ
い
て
、
大
統
領
は
公
権

力
の
組
織
に
関
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
政
府
提
出
法
律
案
」
を
、
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
会
は
意
見
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
く
、
国
会
の
同
意
も
必
要
で
な
い
た
め
、
国
会
は
「
迂

回
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

歴
代
の
大
統
領
は
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
憲
法
一
一
条
の
利
用
を

公
式
に
断
念
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
（François�M

itterrand

）
大
統
領
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
の
だ
っ
た
。「
憲
法
一
一
条
の
利
用
は
確
立
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
に
も
是
認
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
憲
法
八

九
条
と
競
合
す
る
か
た
ち
で
憲
法
改
正
の
手
段
の
一
つ
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
分
量
が
少
な
く
簡
短
に
起
草
さ
れ
た
法
文

に
関
し
て
は
、
憲
法
一
一
条
は
慎
重
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
以
外
の
場
合
、
国
民
投
票
に
問
う
前
に
、
議
会
で
の
幅
広

い
議
論
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
」（Pouvoirs,�

n.�45,�1988,�p.�138

）。
し
か
し
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
も
、
オ
ラ
ン
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ド
大
統
領
も
憲
法
一
一
条
を
本
気
で
利
用
し
よ
う
と
は
ま
っ
た
く
考

え
て
い
な
か
っ
た
。
逆
に
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
は
、
二
〇
一
七
年
七
月

三
日
の
両
院
合
同
会
議
で
宣
言
し
た
憲
法
改
正
に
つ
い
て
曖
昧
さ
を

残
し
た
。
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
は
、「
私
が
望
む
の
は
、
我
々
の
統
治

制
度
が
渇
望
し
て
い
る
根
本
的
な
変
革
の
す
べ
て
が
、
一
年
以
内
に

実
現
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
一
時
し
の
ぎ
の
手
段
や
表
面
的
な
調
整

に
甘
ん
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
国
会
議
員
の
皆

さ
ん
の
投
票
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
必

要
と
認
め
る
場
合
、
私
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
方
法
に
よ
っ
て
国
民

投
票
の
手
段
に
訴
え
る
で
し
ょ
う
」。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
大
統
領

は
統
治
機
構
に
関
す
る
自
ら
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
い
く

つ
か
の
提
案
は
法
律
事
項
（
任
期
の
連
続
、
投
票
方
法
な
ど
）
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
他
は
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
（
例
え
ば
、
司

法
官
職
高
等
評
議
会
お
よ
び
経
済
社
会
環
境
評
議
会
の
改
革
）。
言

い
換
え
れ
ば
、
大
統
領
は
憲
法
改
正
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
念
頭
に
お

い
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
憲
法
一
一
条
に
基
づ
く
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ

ム
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
議
会
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場

合
や
「
投
票
」
で
見
込
み
が
な
い
場
合
に
は
、
第
一
一
条
を
用
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
九
年
一
月
、

法
務
大
臣
の
特
別
顧
問
で
あ
る
エ
リ
ッ
ク
・
テ
ィ
エ
ー
ル
（Éric�
T
hiers

）
は
、
憲
法
改
正
に
関
し
て
第
一
一
条
が
検
討
さ
れ
た
こ
と

は
一
度
も
な
い
と
言
っ
た
。

　

第
三
に
、
九
つ
の
憲
法
改
正
法
律
案
の
う
ち
八
つ
は
国
民
議
会
事

務
局
に
提
出
さ
れ
、
一
つ
だ
け
元
老
院
事
務
局
に
提
出
さ
れ
た
。
イ

タ
リ
ア
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
二
院
制
が
対
等
で
あ
る
ま
た
は
対
等

に
近
い
国
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
審
議
が
下
院
か
ら
始
ま
る
こ

と
は
伝
統
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ン
ス
も
特
別
で
は
な

い
。
国
民
議
会
〔
下
院
―
―
以
下
〔　

〕
内
は
訳
者
に
よ
る
補
足
〕

は
特
権
を
有
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
二
〇
一
五
年
の

地
域
言
語
・
少
数
言
語
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
章
で
あ
る
。
こ
の

憲
章
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
元
老
院
で
先
に
審
議
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
た
の
か
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
憲
法
二
四
条
の
文
言

に
よ
れ
ば
、
上
院
で
あ
る
元
老
院
は
地
域
共
同
体
を
代
表
し
、
そ
れ

ゆ
え
地
域
共
同
体
の
組
織
を
主
た
る
目
的
と
す
る
政
府
法
律
案
は
、

最
初
に
元
老
院
に
持
ち
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
憲
法
三
九
条

二
項
）。
通
常
法
律
案
お
よ
び
組
織
法
律
案
が
そ
の
対
象
と
な
る
の

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
法
律
案
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
地
域
言
語
・
少
数
言
語
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲

章
は
、
主
要
な
内
容
に
お
い
て
は
地
域
共
同
体
の
組
織
と
関
係
は
な

い
が
、
し
か
し
、「
地
域
」
の
言
語
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
バ
ス
ク
語
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
語
、
コ
ル
シ
カ
語
、
ア
ル
ザ
ス
語
な

ど
の
特
有
言
語
ま
た
は
方
言
は
公
用
語
の
地
位
を
有
し
て
い
る
わ
け
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で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
地
域
に
お
い
て
は
話
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
元
老
院
は
憲
法
改
正
案
を
拒
否
し
た
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、

我
々
は
二
〇
一
一
年
以
降
に
憲
法
改
正
が
失
敗
し
た
理
由
の
検
討
に

移
ろ
う
。

Ⅱ　

憲
法
改
正
が
失
敗
し
た
い
く
つ
か
の
理
由

　

二
〇
一
一
年
以
降
の
度
重
な
る
憲
法
改
正
の
失
敗
を
説
明
す
る
の

に
、
三
つ
の
主
要
な
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
理

由
は
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
両
議
院
の
対
等
性
に
求
め
ら
れ
る
。
第

二
の
理
由
は
、
議
会
多
数
派
の
分
裂
と
関
係
す
る
。
第
三
の
理
由
は
、

こ
こ
二
〇
年
来
解
決
さ
れ
て
い
な
い
政
治
問
題
に
特
有
の
も
の
で
あ

る
。

1
　
第
五
共
和
政
で
の
両
院
制

　

第
五
共
和
政
で
の
両
院
制
は
、
第
三
共
和
政
の
極
め
て
対
等
な
両

院
制
と
第
四
共
和
政
の
極
め
て
非
対
等
だ
っ
た
両
院
制
の
中
間
形
態

で
あ
る
。
一
九
五
八
年
以
来
、
国
民
議
会
は
多
く
の
点
で
優
越
し
て

い
る
。
国
民
議
会
だ
け
が
政
府
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
（
憲
法

四
九
条
）、
国
民
議
会
は
元
老
院
の
意
思
に
反
し
て
で
も
、
一
定
の

条
件
下
で
通
常
法
律
さ
ら
に
は
組
織
法
律
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
状
況
に
お
い
て
は
、
本
来
的
に
は
非
対

等
で
あ
る
両
院
は
対
等
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
元
老
院
に
関

す
る
」
組
織
法
律
に
関
わ
る
場
合
、
市
町
村
選
挙
に
お
け
る
欧
州
連

合
市
民
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
に
関
す
る
組
織
法
律
の
場
合
（
憲
法

八
八
―

三
条
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
議
院
の
対
等
性
は
、
と
り
わ

け
憲
法
八
九
条
に
基
づ
く
憲
法
改
正
の
場
合
に
妥
当
す
る
。
こ
の
場

合
、
国
民
議
会
は
強
情
な
元
老
院
に
対
し
て
自
ら
の
意
見
を
強
制
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

政
治
状
況
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
両
議
院
が
同
じ
政
治

的
党
派
で
占
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
憲
法
改
正
の
可
能
性
が
よ
り
高
く

な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
改
正
は
こ

の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
両
議
院
が
政
治
的
に
対
立
す
る

立
場
に
あ
れ
ば
、
同
一
条
文
に
つ
い
て
同
意
を
得
ら
れ
な
い
リ
ス
ク

が
高
ま
る
。
こ
れ
は
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
が
実
際
に
直
面
し
て
い
る
困

難
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
は
二
〇
一
七
年
大
統
領
選
で
予
想
外

の
華
々
し
い
勝
利
を
収
め
た
。
彼
は
五
月
に
国
家
元
首
に
選
出
さ
れ

た
だ
け
で
な
く
、
続
く
六
月
に
は
、
彼
が
設
立
し
た
「
共
和
国
前
進

（
Ｌ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
）」
の
国
会
議
員
が
国
民
議
会
の
多
数
を
占
め
る
に
至
っ

た
。
一
方
で
、
大
統
領
は
元
老
院
の
多
数
を
当
て
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
理
由
は
何
よ
り
、
上
院
の
選
出
方
法
に
あ
る
（
間
接

選
挙
制
お
よ
び
半
数
改
正
の
た
め
）。
現
在
、
元
老
院
は
右
派
に
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よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
た
め
、
大
統
領
の
政
治
的
勝
利
に
同
調
す

る
意
図
は
な
い
。
そ
れ
で
も
二
〇
一
八
年
に
は
、
元
老
院
議
長
ジ
ェ

ラ
ー
ル
・
ラ
ル
シ
ェ
（Gérard�Larcher

）
と
大
統
領
と
の
間
で

合
意
が
締
結
さ
れ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
七
月
の
突
然
の

「
ベ
ナ
ラ
事
件
」（A

ffaire�Benalla

）
に
よ
っ
て
こ
の
合
意
は
流
れ

た
の
だ
っ
た
。
二
〇
一
九
年
に
元
老
院
が
八
月
二
八
日
の
政
府
提
出

の
憲
法
改
正
法
律
案
の
採
択
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
驚
く

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
市
町
村
選
挙
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
（
市
町
村

選
挙
は
二
〇
二
〇
年
三
月
に
行
わ
れ
る
）、
そ
し
て
政
治
家
た
ち
が

二
〇
二
二
年
の
大
統
領
選
と
総
選
挙
を
既
に
考
え
て
い
る
こ
と
が
そ

の
要
因
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
両
議
院
の
構
成
が
政
治
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
、
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一

一
年
、
国
民
議
会
で
も
元
老
院
で
も
右
派
が
多
数
派
を
握
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
提
出
の
憲
法
改
正
法
律
案
は
成
立
し
な

か
っ
た
。
二
〇
一
三
年
も
同
じ
で
あ
る
。
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

左
派
が
両
議
院
の
多
数
派
を
形
成
し
て
い
た
の
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

オ
ラ
ン
ド
大
統
領
は
憲
法
改
正
を
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
最
初
の
改
憲
案
に
つ
い
て
、
元
老
院
と
国
民
議
会
は
第
三

読
会
ま
で
共
通
の
法
文
を
採
決
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

両
院
合
同
会
議
（
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
招
集
さ
れ
る
議
会
の
こ
と
）
で

要
求
さ
れ
る
有
効
投
票
の
五
分
の
三
以
上
の
多
数
を
獲
得
で
き
な
い

と
執
行
府
は
予
測
し
た
。
執
行
府
は
四
〇
名
近
く
の
左
派
議
員
を
説

得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
大
統
領
選
挙
と
国

民
議
会
総
選
挙
か
ら
一
年
も
経
っ
て
い
な
い
段
階
で
は
不
可
能
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
二
番
目
の
改
憲
案
で
は
、
執
行
府
は
両
議
院
で
憲
法

改
正
法
律
案
を
採
択
さ
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く

採
択
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
両
院
合
同
会
議
で
の
五
分
の
三

以
上
の
多
数
と
い
う
壁
に
突
き
当
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
実
際
、
憲
法

一
一
条
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
方
法
を
採
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
両

院
合
同
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
憲
法
八
九
条

は
国
会
議
員
の
六
〇
％
の
多
数
を
要
求
し
て
い
る
。
執
行
府
は
票
読

み
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
両
院
合
同
会
議
で
の
承
認
の
た
め
に
約
三
〇

票
の
賛
成
が
不
足
し
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
執
行
府
は
右
派
に
一

つ
又
は
複
数
の
改
憲
案
に
投
票
す
る
よ
う
説
得
を
試
み
た
が
、
当
時

の
国
民
運
動
連
合
（
Ｕ
Ｍ
Ｐ
）
は
決
然
と
対
峙
す
る
と
宣
言
し
た
。

中
道
派
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
要
求
は
度
が
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
五
分
の
三
と
い
う
そ
れ
ほ
ど
大

き
く
な
い
多
数
で
さ
え
（
ド
イ
ツ
や
日
本
の
三
分
の
二
、
ア
メ
リ
カ

の
四
分
の
三
は
過
度
に
多
い
）、
憲
法
改
正
を
挫
折
さ
せ
る
に
は
十

分
な
の
で
あ
る
。
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2
　
議
会
多
数
派
の
分
裂

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
一
三
日
の
テ
ロ
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
悲

し
み
の
淵
に
沈
ん
だ
。
大
統
領
は
直
ち
に
緊
急
事
態
を
宣
言
し
た
。

数
日
後
の
一
一
月
一
六
日
、
大
統
領
は
両
院
合
同
会
議
（
憲
法
一
八

条
に
基
づ
く
も
の
）
に
お
い
て
憲
法
改
正
に
着
手
す
る
意
向
を
示
し

た
。
憲
法
改
正
は
次
の
二
点
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
一
点
目
は
、

緊
急
事
態
の
憲
法
へ
の
編
入
で
あ
り
、
二
点
目
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
テ

ロ
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
国
籍
剝
奪
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
憲

法
改
正
法
律
案
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

が
、
当
該
法
案
は
極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。
二
か
条
し
か
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
新
三
六
―

一
条
は
緊
急
事

態
に
関
す
る
一
九
五
五
年
四
月
三
日
法
律
の
最
も
重
要
な
諸
規
定
を

憲
法
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
は
、
憲
法
三
四

条
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
、「
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
て
他
国
の
国

籍
を
保
持
す
る
者
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
生
活
に
対
し
て
重
大
な
侵

害
を
も
た
ら
す
犯
罪
で
刑
罰
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
者
か
ら
フ
ラ

ン
ス
国
籍
を
剝
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
」
の
定
め
を
法
律
に
ゆ

だ
ね
る
も
の
で
あ
る
。
無
国
籍
者
を
生
み
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

が
、
極
め
て
重
大
な
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ

た
二
重
国
籍
者
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
剝
奪
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
憲
法
改
正
法
律
案
は
直
ち
に
す
べ
て
の
政
党
の
内
部
に
分
断

を
も
た
ら
し
た
が
、
と
り
わ
け
当
時
政
権
の
座
に
あ
っ
た
社
会
党
の

内
部
で
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
六
年
一
月
二
七
日
、
多
数
派
で

あ
る
左
派
の
考
え
の
体
現
者
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ヌ
・
ト
ビ
ラ

（Christiane�T
aubira

）
は
、
法
務
大
臣
の
職
を
辞
し
た
。
そ
こ

で
、
首
相
自
身
が
国
民
議
会
で
討
論
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、

議
会
多
数
派
は
国
籍
剝
奪
の
問
題
で
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
緊
急
事
態
の
憲
法
へ
の
編
入
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
問

題
で
は
な
か
っ
た
。
よ
く
考
え
れ
ば
、
戒
厳
事
態
は
既
に
憲
法
三
六

条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
重
大
犯
罪
を
行
っ
た
者
か
ら
の

国
籍
剝
奪
に
帰
着
す
る
。
提
案
さ
れ
た
改
憲
案
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
何
人
か
は
あ
ら
ゆ
る
国
籍
剝
奪
に
反
対
し
、

そ
の
他
の
者
は
平
等
原
則
の
名
の
も
と
に
制
裁
を
二
重
国
籍
者
の
み

に
与
え
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
し
、
さ
ら
に
は
国
籍
剝
奪
よ
り
も

市
民
権
喪
失
を
推
奨
す
る
者
ら
も
い
た
。
意
見
が
分
か
れ
る
中
、
政

府
は
二
〇
一
六
年
一
月
二
八
日
か
ら
始
ま
る
国
民
議
会
法
律
委
員
会

で
の
審
議
か
ら
、
当
初
の
法
案
に
修
正
を
加
え
た
。
二
重
国
籍
者
に

こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
、
国
籍
剝
奪
に
代
え
て
市
民
権
剝
奪
に
す
る
こ

と
、
そ
し
て
市
民
権
剝
奪
を
「
国
民
生
活
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
を

犯
し
た
」
重
罪
お
よ
び
軽
罪
に
対
す
る
制
裁
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
に
改
憲
案
は
最
終
的
に
国
民
議
会
で
賛
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成
三
一
七
票
、
反
対
一
九
九
票
と
安
定
的
な
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

政
府
は
成
功
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
見
せ
か
け
の
も
の
だ
っ
た
。

投
票
結
果
を
分
析
す
る
と
、
す
べ
て
の
会
派
は
分
裂
し
て
い
た
。
野

党
共
和
党
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
一
一
名
の
下
院
議
員
が
改
憲
案
に

賛
成
し
た
が
、
七
四
名
は
反
対
、
八
名
は
棄
権
で
あ
っ
た
。
し
か
し

多
数
派
の
社
会
党
の
分
断
は
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
一
六
五
名
が

賛
成
し
、
八
三
名
が
反
対
し
、
三
六
名
が
棄
権
し
た
（
さ
ら
に
二
名

は
投
票
に
参
加
し
な
か
っ
た
）。
言
い
か
え
れ
ば
、
寄
せ
集
め
的
で

状
況
依
存
的
な
多
数
派
が
改
憲
案
を
可
決
し
た
の
だ
っ
た
。
政
府
は

喜
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
政
府
が
自
ら
の
陣
営
内
部
に
深
い
分
断
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
ピ
ュ
ロ
ス
の
勝

利
〔victoire�à�la�Pyrrhus.

割
に
合
わ
な
い
勝
利
〕
の
後
、
改
憲

案
は
元
老
院
に
回
付
さ
れ
た
。
元
老
院
は
三
月
二
二
日
に
可
決
し
た

が
、
採
択
さ
れ
た
法
案
は
国
民
議
会
の
も
の
と
は
大
き
く
か
け
離
れ

て
お
り
、
政
府
は
手
続
を
放
棄
し
中
断
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
（
元
老

院
に
お
い
て
会
派
の
分
断
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
右
派
は
修
正
案
に

ほ
と
ん
ど
賛
成
で
あ
り
、
左
派
は
ほ
と
ん
ど
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
の

理
由
は
、
修
正
案
は
下
院
の
も
の
と
は
あ
ま
り
に
相
容
れ
ず
、
元
老

院
の
多
数
派
〔
右
派
〕
は
あ
ら
ゆ
る
妥
協
を
許
さ
な
か
っ
た
）。

　

二
〇
一
六
年
の
憲
法
改
正
法
律
案
の
挫
折
に
は
、
二
つ
の
要
因
が

重
な
っ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
憲
法
八
九
条
が
求
め
る
両
議
院
の
対

等
性
で
あ
る
。
両
議
院
は
同
一
の
文
言
に
お
い
て
合
意
に
至
ら
な

か
っ
た
。
二
つ
目
に
、
一
年
後
に
大
統
領
選
挙
お
よ
び
国
民
議
会
総

選
挙
が
行
わ
れ
る
と
い
う
状
況
下
で
、
執
行
府
は
自
ら
の
多
数
派
を

分
断
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。
政
治
的
コ
ス
ト
の
問
題
が
極
め

て
重
要
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
結
局
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
お

よ
び
憲
法
の
極
め
て
特
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
強
調
で
き
る

だ
ろ
う
。「
国
民
の
保
護
に
関
す
る
」
憲
法
改
正
法
律
案
は
す
べ
て
、

二
〇
一
五
年
一
一
月
の
悲
劇
的
な
状
況
に
負
っ
て
い
る
。
一
般
に
、

憲
法
改
正
は
数
年
又
は
十
数
年
の
間
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
（
司
法
官
職
高
等
評
議
会
の
構
成
お
よ
び
権
限
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
）、
二
〇
一
五
年
の
時
は
、
テ
ロ
行
為
に
よ
っ
て
、
公
権
力
の

側
に
は
素
早
い
、
さ
ら
に
は
極
度
に
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
一
般
的
に
は
、
憲
法
改
正
に
は
そ
れ
と
は
反
対
に
、
熟
慮

や
時
に
は
遅
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
憲
法
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
素
早
い
応

答
を
求
め
よ
う
と
し
た
執
行
府
の
性
急
さ
が
、
憲
法
改
正
の
失
敗
の

一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
。

3
　
未
解
決
の
政
治
問
題

　

地
域
言
語
・
少
数
言
語
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
章
の
批
准
は
、

二
〇
年
来
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
過
程
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
同

憲
章
は
一
九
九
二
年
に
欧
州
評
議
会
の
支
援
を
受
け
て
採
択
さ
れ
、
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一
九
九
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
は
署
名
し
た
。
そ
の
後
、
シ
ラ
ク
大
統
領

は
憲
法
五
四
条
に
基
づ
き
、
同
憲
章
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
否
か
の

審
査
の
た
め
に
、
同
憲
章
を
憲
法
院
に
付
託
し
た
。
憲
法
院
は
一
九

九
九
年
六
月
一
五
日
に
判
決
（D

écision�n

°�99�

―412�D
C�le�15��

juin�1999
）
を
下
し
、
同
判
決
で
は
同
憲
章
の
い
く
つ
か
の
条
項

が
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
先
に
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
条
件
と
し
た
と
き
に
の
み
、
同
憲
章
を
批
准
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
憲
法
院
の
判
示
に
従
っ
て
憲
法
改
正
が
幾

度
と
な
く
試
み
ら
れ
、
そ
し
て
二
〇
〇
八
年
委
は
、
憲
章
を
批
准
す

る
こ
と
な
く
緊
張
関
係
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
憲
法
に
第
七
五
―

一

条
が
追
加
さ
れ
た
。
同
条
は
、「
地
域
言
語
は
フ
ラ
ン
ス
の
財
産
で

あ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
条
項
の
規
範
的
効
力

は
弱
く
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
さ
え
あ
る
。
そ
の
う
え
憲
法
院
は
事

後
的
違
憲
審
査
に
お
い
て
、
同
条
項
が
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
ま
た

は
自
由
を
保
障
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
を
拒
否
し
た
（D

écision�n°�
2011

―130�Q
PC�du�20��m

ai�2011

）。

　

同
憲
章
の
批
准
を
促
進
す
る
人
々
か
ら
の
圧
力
は
強
い
。
そ
の
よ

う
な
人
々
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
言
語
が
い
ま
な
お
命
脈
を

保
っ
て
い
る
地
方
（
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
コ
ル
シ
カ
、
バ
ス
ク
地
方
、

ア
ル
ザ
ス
）
か
ら
選
出
さ
れ
た
下
院
議
員
お
よ
び
上
院
議
員
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
国
民
議
会
の
社
会
党

か
ら
議
員
提
出
の
憲
法
改
正
法
律
案
が
提
出
さ
れ
た
。
当
該
下
院
議

員
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
訴
え
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン

ド
大
統
領
は
大
統
領
選
で
同
憲
章
の
批
准
手
続
へ
の
着
手
を
約
束
し

た
こ
と
、
二
〇
一
三
年
三
月
の
政
府
提
出
の
憲
法
改
正
法
律
案
の
一

つ
が
、
三
月
七
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
消
極
的
意
見
を
受
け
て

断
念
す
る
前
に
、
同
憲
章
の
批
准
を
認
め
る
第
五
三
―

三
条
の
創
設

を
予
定
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
今
が
執
行
府
に
そ
れ
ら
の
約
束

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
議
員
提
出
の
憲

法
改
正
法
律
案
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
二
八
日
に
国
民
議
会
第
一
読

会
で
議
決
さ
れ
、
こ
の
時
は
賛
成
三
六
一
票
、
反
対
一
四
九
票
と
大

き
な
差
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
同
法
案
は
右
派
下
院
議
員
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
実
際
は
四
〇
名
が
賛
成
し
、
一

三
一
名
が
反
対
し
た
）。
し
か
し
問
題
は
残
さ
れ
て
い
た
。
執
行
府

は
自
ら
の
陣
営
に
我
慢
を
要
求
し
た
。
執
行
府
は
遅
く
と
も
一
年
半

以
内
に
実
行
す
る
と
約
束
し
た
。
そ
こ
で
、
政
府
提
出
の
憲
法
改
正

法
律
案
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
三
〇
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
反

対
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
三
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

　

同
法
案
は
元
老
院
の
第
一
読
会
に
付
さ
れ
た
が
、
一
〇
月
二
七
日
、

元
老
院
は
先
決
問
題
を
も
ち
出
し
て
対
抗
し
た
。
そ
れ
は
、
議
院
が

審
議
す
る
理
由
が
な
い
と
表
明
で
き
る
手
続
的
技
法
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
改
憲
案
は
否
決
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
同
法
案
は
儀
礼
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的
に
国
民
議
会
に
移
送
さ
れ
た
。
国
民
議
会
も
ま
た
同
法
案
を
審
議

し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
両
議
院
の
対
等
性
に
よ
っ
て
両
議

院
の
同
意
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
す
べ
て
の
会
派
は

分
裂
し
た
。
そ
れ
は
元
老
院
よ
り
も
、
国
民
議
会
に
つ
い
て
あ
て
は

ま
っ
て
い
た
。
国
籍
剝
奪
の
時
と
同
じ
で
あ
る
。
私
の
理
解
で
は
、

憲
法
改
正
に
関
し
て
元
老
院
に
託
さ
れ
た
重
要
な
役
割
は
、
院
内
で

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
「
固
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
通
常
法
律
お
よ
び

組
織
法
律
に
つ
い
て
の
元
老
院
で
の
投
票
は
よ
り
流
動
的
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
元
老
院
は
国
民
議
会
の
最
終
決
定
権
に
よ
っ
て
脅
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
元
老
院
の

合
意
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
憲
法
改
正
が
問
題
と
な
る
と
き
、
党

内
動
向
が
、
す
な
わ
ち
投
票
に
関
す
る
党
議
拘
束
が
憲
法
改
正
の
成

否
を
決
す
る
。


